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文書による指導の内容
指導に対する
是正状況

社会福祉法人
南国市社会福祉協議会

R6.12.18 1.理事会の招集通知において、期限までに通知して
いないものが認められた。理事会を招集する者は、理
事会の日の１週間前（中７日間）又は定款においてこ
れを下回るようものとして定めた期間以上前までに
通知を発出すること。
（法第45条の14第9項）

2.定款において「会長及び常務理事は、毎会計年度に
４月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行状況
を理事会に報告しなければならない。」と定めている
にも関わらず、令和５年度の職務執行状況の報告は
令和５年１２月１９日と令和６年３月１３日の２回のみ
で、４月を超えない間隔となっていたことが認められ
た。定款に則した報告を行うこと。
（法第45条の16第３項）

3.経理規程第７３条に則した見積徴収が行われてお
らず、また合理的理由が明確でない一社随意契約が
あり、経理規程が遵守されていないことが認められ
た。経理規程に準じた事務処理を行うこと。
（「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについ
て」平成29年3月29日付け雇児総発0329号第1
号、社援基発0329第1号、障企発0329第1号、老
高発0329第３号厚生労働省雇用均等・児童家庭局
総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局
障害保健福祉部企画課長、老健局高齢者支援課長通
知）

R7.1.29
改善措置報告
書提出あり

是正完了

社会福祉法人　指導監査結果

令和７年３月１３日時点（「法人名」は指導監査実施日現在）


